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平成 23 年 11 月 16 日 

各      位 
会 社 名 ア ゼ ア ス 株 式 会 社 
代 表 者 名 代表取締役社長 沼 尻 俊 一 

（コード番号：３１６１） 
問 合 せ 先 取締役執行役員管理

本部長兼経理部部長 
羽 場 恒 彦 

（TEL. 03-3865-1311） 

 

内部統制基本方針の改定に関するお知らせ 

 
当社は、平成23年11月16日開催の取締役会におきまして、執行役員制度の改正に伴う「内部統制基

本方針」の改定について、下記のとおり、決議いたしましたのでお知らせいたします。 

なお、変更箇所は下線で示しております。 

 

１．取締役・従業員の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 
１）当社は、役員及び従業員が法令、定款、社内規程、企業倫理、経営理念及び「経営理念の実践」

に基づき制定した「企業行動規範」並びに「コンプライアンス・マニュアル」を遵守し（以下「コ

ンプライアンス」という）、取締役自らによる率先垂範並びに定期的研修を通じて従業員への周

知徹底を図る。 
２）代表取締役は、コンプライアンスの徹底強化のため、取締役執行役員管理本部長をコンプライア

ンス全体の総括責任者（以下「コンプライアンス総括責任者」という）に任命し、役員及び従業

員のコンプライアンス意識の維持・向上を図る。総務部はコンプライアンス体制の構築、維持・

整備に当る。 
３）当社は、執行役員制度に基づき、経営の執行は取締役、業務の執行は執行役員と役割を明確にし、

コーポレート・ガバナンスの強化に努める。 
４）当社は、従業員が法令、定款もしくはその他社内規程上、違反又は疑義のある行為等を認知し、

それを告発しても、当該従業員に不利益な扱いを行わない旨等を規定した「内部通報制度管理規

程」を制定した。 
５）取締役は当社及び当社グループ会社におけるコンプライアンス違反に関する事実を知りえた時に

は、遅滞無く取締役会、監査役会に報告する。 
６）監査役及び内部監査室は連携し、コンプライアンスの遵守状況についての監査を実施し、その結

果を取締役会に報告する。また、取締役会は定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の

把握と改善に努める。 
 
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制 
１）取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理は、「会社保有データ取扱い規程」、「文書管理規

程」及び「情報セキュリティ管理規程」等に基づき、適正に当該情報を文書又は電磁的媒体（以

下「文書等」という）に記録し、整理・保存・管理する。取締役及び監査役は、常時これらの文

書等を閲覧できるものとする。 
２）代表取締役は取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理についての総括責任者に取締役執行役

員管理本部長を任命する。 
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３）監査役は取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する実施状況を監査し、その結果を取

締役会に報告する。 
 
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
１）代表取締役は取締役執行役員管理本部長をリスク管理に関する総括実施責任者として任命し、取

締役執行役員管理本部長は全社的なリスクの統括管理に当る。 
２）取締役執行役員管理本部長は管理本部等、各事業部等の担当執行役員とともに、リスク管理体制

を構築し、「リスク管理規程」に基づき、リスク管理体制の強化を図る。 
３）会社の経営、人命、社会及び環境に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクが発生した時は、「危

機管理規程」に基づき、代表取締役社長を対策本部長、全取締役及び総務部長を各対応責任者と

する危機管理対策本部を設置し、社内外広報・顧客対応・実務対応・情報収集・防止対策等の必

要なリスク対応を図る。 
４）監査役及び内部監査室は連携して各部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を取締役会に報

告する。また、取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。 
 

４．取締役・執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
１）当社は、取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、取締役会を

定期的に月 1 回開催するほか、必要に応じて随時開催する。 
２）また、決裁に関する「職務権限規程」に基づき、執行役員である管理本部長、事業部長の職務分

担に定められた決裁権限基準に従い決裁を行う。ただし、重要な事項については取締役会等にお

いて審議の上、遂行決定を行う。 
３）当該担当業務の遂行については、業務分掌と責任を明確にした、「組織規程」、「業務分掌規程」、

「職務権限規程」に基づき、適正かつ効率的に職務遂行する。 
４）月 1 回開催される執行役員会及び営業報告会等の会議において営業の進捗状況、経営計画の進捗

状況、財務の状況等経営全般に関わる事項に関して審議検討し、遂行決定を行う。 
５）取締役会は管理本部等、各事業部等担当執行役員に各事業部、室の経営計画に基づいた業務遂行

状況を定期的に報告させ、その状況を監督する。 
 

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
１）当社及び当社グループ会社の業務の適正を確保するため、取締役執行役員管理本部長・担当執行

役員は「関係会社管理規程」に基づき、関係会社の運営管理及び、支援業務を行う。 
２）当社グループ会社の所轄業務については、効率的な業務遂行、法令等の遵守体制、リスク管理体

制の確立を図るため、当社グループ会社担当執行役員が統括管理する。また、担当執行役員は、

当社グループ会社の管理の進捗状況を定期的に取締役会において報告する。 
３）監査役及び内部監査室は連携して、当社グループ会社の管理体制を監査し、その結果を取締役会

に報告する。また、取締役会は定期的にグループ管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努め

るものとする。 
 

６．監査役会がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項

並びにその従業員の取締役からの独立性に関する事項 
１）監査役会が監査業務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、

当社従業員が監査役の監査業務を補助する。 
２）監査役は当社従業員に対し、監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役よ

り監査業務に必要な命令を受けた当該従業員は、その命令に関して、取締役及び上長等の指揮命

令を受けないものとする。また、当該従業員の人事異動、懲戒処分、人事考課等の人事権につい

ては、監査役の同意を得る。 
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７．取締役及び従業員が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制、その

他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
１）取締役及び従業員は、当社及び当社グループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、及び

不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合は、「監査役への報告規程」に基づき、

監査役にその都度報告するものとする。 
２）監査役は、重要な意思決定の過程及び業務遂行状況を把握するため、取締役会に出席する。また、

執行役員会等の重要な会議に出席することができる。また、業務遂行に関する重要な書類等の閲

覧並びに、取締役及び従業員に対しその説明を求めることができる。 
３）代表取締役社長と監査役会は、相互の意思疎通を図るため、定期的会合をもつ。また、監査役は

会計監査人及び内部監査室、コンプライアンス総括責任者との緊密な連携を保つよう努め、監査

の実効性確保を図る。 
４）監査役は必要に応じて当社の会計監査人及びその他外部の専門家の助言を求めることができる。 
 

８．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況 
１）当社は、反社会的勢力に対しては、断固たる行動をとるものとし、取引を含めた一切の関係を遮

断することを「コンプライアンス・マニュアル」に定め、基本方針とする。 
２）反社会的勢力排除については、社内研修を通じ周知徹底し、不当要求等を受けた場合は毅然とし

た態度で臨むとともに、顧問弁護士や所轄警察署等の外部専門機関と綿密に連携し、組織全体と

して速やかに対応する。 
 

以 上 


